
１５．保険会社およびその子会社等の状況

（１）　主要な業務の状況を示す指標
（単位：億円）

24,423

2,281

1,147

4,490

350,243

ソルベンシー・マージン比率 1,026.6％ 

（２）　連結範囲および持分法の適用に関する事項

連結される子会社および子法人等数 ７ 社

持分法適用の非連結の子会社および子法人等数 ０ 社

持分法適用の関連法人等数 １２ 社

平成２６年度
第２四半期（上半期）

項　　目

項　　目
平成２５年度

第２四半期（上半期）

平成２５年度末

経 常 収 益

経 常 利 益

総 資 産

平成２６年度
第２四半期（上半期）末

25,918

2,500

1,107

1,038

343,340

961.9％ 

中 間 純 剰 余

中間包括利益
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（３）　中間連結貸借対照表
(単位：百万円)

（平成２６年３月３１日現在）

235,740 218,340

244,000 142,000

233,622 231,105

27,201,316 27,956,356

5,157,335 5,154,603

953,085 946,738

58,423 56,894

1,644 1,025

2,899 838

228,003 274,904

2,461 26,320

2,313 1,713

21,344 21,341

△8,135 △7,823

34,334,054 35,024,358

29,654,231 30,248,305

支 払 備 金 120,064 113,326

責 任 準 備 金 29,264,143 29,810,224

社 員 配 当 準 備 金 270,023 324,754

15 7

保 険 契 約 準 備 金

代 理 店 借

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計

（ 負 債 の 部 ）

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

支 払 承 諾 見 返

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

有 価 証 券

金　　額 金　　額

（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

平成２５年度末 平成２６年度
要約連結貸借対照表 中間連結会計期間末

（平成２６年９月３０日現在）

期 別

科 目

3,030 1,253

1,063,093 689,446

814 831

183 110

14 14

481,293 575,550

122,404 209,377

92,910 92,521

21,344 21,341

31,439,336 31,838,759

260,000 260,000

410,000 470,000

452 452

432,095 329,774

1,102,548 1,060,227

1,739,783 2,063,404

944 6,814

106,051 105,199

7,207 890

△66,062 △54,955

1,787,925 2,121,354

4,243 4,016

2,894,717 3,185,598

34,334,054 35,024,358

純 資 産 の 部 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

退職給付に係る調整累計額

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

負債及び純資産の部合計

その他の包括利益累計額合計

少 数 株 主 持 分

再 評 価 積 立 金

連 結 剰 余 金

基 金 等 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

基 金

基 金 償 却 積 立 金

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

偶 発 損 失 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 に 係 る 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

再 保 険 借
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（４）　中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

(単位：百万円)

期　別

　　科　目

2,591,845 2,442,357

1,928,333 1,818,110

586,287 554,601

( うち 利息及び配当金等収入 ) （ 324,631 ） （ 334,541 ）

( うち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ) （ 0 ） （ 0 ）

( うち 有 価 証 券 売 却 益 ) （ 209,148 ） （ 156,199 ）

( うち 特別勘定資産運用益 ) （ 28,993 ） （ 40,596 ）

77,224 69,644

2,341,756 2,214,209

1,118,889 1,349,630

( うち 保 険 金 ) （ 351,307 ） （ 338,297 ）

( うち 年 金 ) （ 278,387 ） （ 404,367 ）

( うち 給 付 金 ) （ 239,611 ） （ 225,869 ）

( うち 解 約 返 戻 金 ) （ 212,799 ） （ 220,403 ）

882,922 547,784

882,673 547,549

249 234

66,714 42,758

（中間連結損益計算書）

経 常 収 益

平成２５年度中間連結会計期間

平成２５年４月　１日から

平成２５年９月３０日まで

平成２６年度中間連結会計期間

平成２６年４月　１日から

平成２６年９月３０日まで

金　　額

そ の 他 経 常 収 益

金　　額

経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

資 産 運 用 費 用

責 任 準 備 金 繰 入 額

社員配当金積立利息繰入額

( うち 支 払 利 息 ) （ 1,535 ） （ 1,648 ）

( うち 有 価 証 券 売 却 損 ) （ 22,729 ） （ 13 ）

( うち 有 価 証 券 評 価 損 ) （ 81 ） （ 17 ）

188,549 183,295

84,680 90,740

250,089 228,148

393 764

308 764

84 ―

110,780 98,449

1,428 1,018

3,116 1,113

― 0

105,863 94,270

372 372

― 1,673

139,702 130,463

89,415 80,425

△60,611 △64,729

28,804 15,695

110,897 114,767

109 27

110,788 114,739

少数株主損益調整前中間純剰余

減 損 損 失

そ の 他 特 別 損 失

偶 発 損 失 引 当 金 繰 入 額

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

固 定 資 産 等 処 分 益

経 常 利 益

偶 発 損 失 引 当 金 戻 入 額

特 別 利 益

そ の 他 経 常 費 用

少 数 株 主 利 益

事 業 費

中 間 純 剰 余

税 金 等 調 整 前 中 間 純 剰 余

法 人 税 及 び 住 民 税 等

法 人 税 等 合 計

特 別 損 失

法 人 税 等 調 整 額

固 定 資 産 等 処 分 損

社 会 厚 生 事 業 増 進 助 成 金

－ 本資料 31 － 明治安田生命保険相互会社



(単位：百万円)

平成２５年度中間連結会計期間 平成２６年度中間連結会計期間

期　別 平成２５年４月　１日から 平成２６年４月　１日から

　　科　目 平成２５年９月３０日まで 平成２６年９月３０日まで

金　  　　額 金　  　　額

110,897  114,767  

△7,037  334,281  

△12,007  322,742  

△1,904  5,870  

607  ―   

4,509  △1,570  

―   11,099  

1,758  △3,860  

103,860  449,049  

103,744  449,021  

115  28  

（中間連結包括利益計算書）

土 地 再 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

持分法適用会社に対する持分相当額

中 間 包 括 利 益

親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

そ の 他 の 包 括 利 益

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

退 職 給 付 に 係 る 調 整 額
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（５）　中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　別　　　

　　　科　目

金　　額 金　　額

 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純剰余（△は損失） 139 702 130 463

平成２５年度中間連結会計期間

平成２５年４月　１日から

平成２５年９月３０日まで

平成２６年度中間連結会計期間

平成２６年４月　１日から

平成２６年９月３０日まで

税金等調整前中間純剰余（△は損失） 139,702 130,463
減価償却費 10,003 10,610
減損損失 3,116 1,113
支払備金の増減額（△は減少） △2,405 △6,707
責任準備金の増減額（△は減少） 882,698 547,566
社員配当準備金積立利息繰入額 249 234
貸倒引当金の増減額（△は減少） △991 △311
退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 ──
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） ── 12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △174 △73
価格変動準備金の増減額（△は減少） 105,863 94,270
利息及び配当金等収入 △324,631 △334,541
有価証券関係損益（△は益） △269,294 △298,420
支払利息 1,535 1,648
有形固定資産関係損益（△は益） 1,118 268
その他 △188,960 9,136

小　　　　計 357,834 155,270

利息及び配当金等の受取額 348,468 364,917
利息の支払額 △1,577 △1,479
社員配当金の支払額 △96,331 △103,622
法人税等の支払額 △66,367 △90,196

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 542,026 324,889

 投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加） △1,469 △356
買入金銭債権の取得による支出 △9 200 △10 100買入金銭債権の取得による支出 △9,200 △10,100
買入金銭債権の売却･償還による収入 17,653 12,763
有価証券の取得による支出 △3,997,607 △2,368,089
有価証券の売却･償還による収入 4,030,634 2,351,802
貸付けによる支出 △535,442 △604,918
貸付金の回収による収入 584,215 606,628
債券貸借取引受入担保金等の増減額（△は減少） △881,763 △419,220

資産運用活動計 △792,980 △431,490
（営業活動及び資産運用活動計） (△250,954) (△106,600) 

有形固定資産の取得による支出 △3,655 △6,097
有形固定資産の売却による収入 679 2,226
無形固定資産の取得による支出 △5,383 △4,985
その他 △554 △566

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △801,894 △440,913

 財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入 ── 101借入れによる収入 101
借入金の返済による支出 △33 △293
基金の募集による収入 50,000 60,000
基金の償却による支出 ── △60,000
基金利息の支払額 △2,162 △2,572
その他 △237 △255

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 47,566 △3,019

 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,073 △584

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △210,228 △119,628

 現金及び現金同等物期首残高 601,382 456,284

 現金及び現金同等物中間連結会計期間末残高 391,154 336,656
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(６) 中間連結基金等変動計算書

平成25年度中間連結会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）
（単位：百万円）

基金等

当期首残高 210,000 410,000 452 344,913 965,365

当中間期変動額

　 基金の募集 50,000 50,000

　 社員配当準備金の積立 △152,835 △152,835

 　基金利息の支払 △2,162 △2,162

　 中間純剰余 110,788 110,788

　 土地再評価差額金の取崩 700 700

　 基金等以外の項目の当中間期
　 変動額（純額）

当中間期変動額合計 50,000 ― ― △43,507 6,492

当中間期末残高 260,000 410,000 452 301,405 971,858

その他の包括利益累計額

当期首残高 1,641,055 3,815 107,619 △10,707 1,741,784 3,495 2,710,645

当中間期変動額

　 基金の募集 50,000

　 社員配当準備金の積立 △152,835

 　基金利息の支払 △2,162

　 中間純剰余 110,788

　 土地再評価差額金の取崩 700

　 基金等以外の項目の当中間期
　 変動額（純額）

△12,855 △1,904 △93 7,109 △7,744 △44 △7,788

当中間期変動額合計 △12,855 △1,904 △93 7,109 △7,744 △44 △1,296

当中間期末残高 1,628,200 1,911 107,526 △3,598 1,734,039 3,451 2,709,348

平成26年度中間連結会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）
（単位：百万円）

基金等

当期首残高 260,000 410,000 452 432,095 1,102,548

　 会計方針の変更による累積的影響額 2,752 2,752

会計方針の変更を反映した当期首残高 260,000 410,000 452 434,848 1,105,301

当中間期変動額

　 基金の募集 60,000 60,000

　 社員配当準備金の積立 △158,094 △158,094

　 基金償却積立金の積立 60,000 60,000

 　基金利息の支払 △2,572 △2,572

　 中間純剰余 114,739 114,739

　 基金の償却 △60,000 △60,000

　 基金償却準備金の取崩 △60,000 △60,000

　 土地再評価差額金の取崩 852 852

　 基金等以外の項目の当中間期
　 変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― 60,000 ― △105,073 △45,073

当中間期末残高 260,000 470,000 452 329,774 1,060,227

その他の包括利益累計額

当期首残高 1,739,783 944 106,051 7,207 △66,062 1,787,925 4,243 2,894,717

　 会計方針の変更による累積的影響額 2,752

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,739,783 944 106,051 7,207 △66,062 1,787,925 4,243 2,897,470

当中間期変動額

　 基金の募集 60,000

　 社員配当準備金の積立 △158,094

　 基金償却積立金の積立 60,000

 　基金利息の支払 △2,572

　 中間純剰余 114,739

　 基金の償却 △60,000

　 基金償却準備金の取崩 △60,000

　 土地再評価差額金の取崩 852

　 基金等以外の項目の当中間期
　 変動額（純額）

323,621 5,870 △852 △6,317 11,106 333,428 △227 333,201

当中間期変動額合計 323,621 5,870 △852 △6,317 11,106 333,428 △227 288,127

当中間期末残高 2,063,404 6,814 105,199 890 △54,955 2,121,354 4,016 3,185,598

為替換算
調整勘定

少数株主
持分

基金等合計

その他の
包括利益

累計額合計

純資産合計

少数株主
持分

純資産合計

基金
基金償却
積立金

再評価
積立金

基金等合計

その他有価
証券評価
差額金

土地再評価
差額金

退職給付に
係る調整
累計額

繰延ヘッジ
損益

連結剰余金

その他有価
証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計

基金
基金償却
積立金

再評価
積立金

連結剰余金
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注記事項 

（中間連結財務諸表の作成方針） 

平成２６年度中間連結会計期間 

１． 連結の範囲に関する事項 

連結される子会社および子法人等数 ７社 

主要な連結される子会社および子法人等は、明治安田損害保険株式会社、明治安田アセットマネジ

メント株式会社、明治安田システム・テクノロジー株式会社、Pacific Guardian Life Insurance 

Company, Limited、Meiji Yasuda Realty USA Incorporated であります。 

主要な非連結の子会社および子法人等は、明治安田ライフプランセンター株式会社であります。 

非連結の子会社および子法人等は、総資産、売上高、当期損益および（利益）剰余金の観点からみ

て、いずれもそれぞれ小規模であり、当企業集団の財政状態と経営成績に関する合理的な判断を妨げ

ない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除いております。 

２． 持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の非連結の子会社および子法人等数 ０社 

（２）持分法適用の関連法人等数 １２社 

主要な持分法適用の関連法人等は Founder Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd.、PT Avrist 

Assurance、TU Europa S.A.、TUiR Warta S.A. 、Thai Life Insurance Public Company Limited であ

ります。 

（３）持分法を適用していない非連結の子会社および子法人等（明治安田ライフプランセンター株式会社ほ

か）ならびに関連法人等については、それぞれ連結損益および連結剰余金に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。 

３． 連結される子会社および子法人等の当中間期末日等に関する事項 

連結される子会社および子法人等のうち、在外子会社の中間期末は６月３０日であります。中間連

結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結会計期間末との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

平成２６年度中間連結会計期間末 

１． 親会社の保有する有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりであります。 

有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものを含む）の評価は、売買目

的有価証券については９月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期

保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、業種別監査委員会報告第２１号

「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年

１１月１６日 日本公認会計士協会）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却

原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社および

保険業法施行令第１３条の５の２第３項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものならびに同条

第４項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）については移動平均法による原価法、その他有

価証券で時価のあるもののうち株式については９月中の市場価格等の平均、それ以外については９月

末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価を把握することが極めて困

難と認められるものについては取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）につ

いては移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原

価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理

しております。 

２． 親会社は、個人保険・個人年金保険および団体年金保険に設定した小区分（保険種類・資産運用方

針等により設定）に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で

保有するものについて、業種別監査委員会報告第２１号「保険業における「責任準備金対応債券」に

関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年１１月１６日 日本公認会計士協会）に基づ

き、責任準備金対応債券に区分しております。  

３． デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

４． 親会社は、土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業

用の土地の再評価を行っております。なお、評価差額については、評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と

して純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１２年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第１号

に定める「地価公示法の規定により公示された価格」に奥行補正等の合理的な調整を行って算定

なお、平成１６年１月１日付の合併により安田生命保険相互会社から承継した土地再評価差額金に

係る再評価の年月日および方法は次のとおりであります。 

再評価を行った年月日  平成１３年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第１号

に定める「地価公示法の規定により公示された価格」に奥行補正等の合理的な調整を行って算定

したほか、第５号に定める「鑑定評価」に基づいて算出 

５． 親会社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、建物については定額法）に

よっております。 
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６． 外貨建資産・負債（子会社株式及び関連会社株式は除く）は、中間連結会計期間末の為替相場によ

り円換算しております。なお、子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算して

おります。 

７． 親会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお

ります。破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」

という）に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に

対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額および保証による回収可

能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経

営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の回収可

能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸

倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

 なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

および保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直

接減額しており、その金額は５５百万円であります。 

８． 退職給付に係る負債および資産は、従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末におけ

る見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。 

親会社の退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。 

退職給付見込額の期間帰属方法 給付算定式基準

数理計算上の差異の処理年数 １０年

過去勤務費用の処理年数 １０年

９． 親会社の役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、

当中間連結会計期間末において発生したと認められる額を計上しております。 

なお、親会社は平成１９年度の報酬委員会において、平成２０年６月３０日をもって退職慰労金制

度を廃止することを決議し、制度廃止日以降在任役員に係る繰入を実施しておりません。 

１０．偶発損失引当金は、保険業法施行規則第２４条の４の規定に基づく引当金であり、貸付金に係るコ

ミットメントライン契約等に関して将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額

を計上しております。 

１１．親会社および国内保険連結子会社の価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に準じて算出し

た額を計上しております。 

１２．ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（平成２０年３月１０日 企業会計基準委員

会）に従い、主に、貸付金および借入金に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの

特例処理、外貨建債券に対する為替変動リスクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジおよび通貨

スワップによる繰延ヘッジ、外貨建貸付金に対する為替変動リスクのヘッジとして通貨スワップによ

る振当処理を行っております。 

なお、平成２１年度より保険契約に係る金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を利

用しており、業種別監査委員会報告第２６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上

及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）に基づき繰延ヘッジ処理を行って
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おります。ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理論価格の算定に影響を与える金

利の状況を検証することにより行っております。 

１３．親会社の責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金について

は次の方式により計算しています。 

（１）標準責任準備金の対象契約については、内閣総理大臣が定める方式（平成８年大蔵省告示第４８号）

（２）標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

なお、責任準備金には、保険業法施行規則第６９条第５項の規定に基づき、平成８年４月１日以前

に契約締結した個人年金保険契約について、予定利率２.７５％を用いて保険料積立金を計算したこと

により生じた差額を追加して積み立てることとしたもの（平成１９年度から３年間にわたる積立てを

完了。なお、年金開始する契約の年金開始後部分は、平成２２年度以降も年金開始の都度積立て）が

含まれております。 

１４．親会社の消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る

控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し５年間で均

等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生した中間連結会計期間に費用処理しております。

１５．無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく

定額法により行っております。 

１６．中間連結会計期間に係る法人税及び住民税等ならびに法人税等調整額は、当期において予定してい

る剰余金処分方式による社員配当準備金および不動産圧縮積立金の積立てまたは取崩しを前提とし

て、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。 

１７．当中間連結会計期間より、「退職給付に関する会計基準」（平成２４年５月１７日 企業会計基準

委員会）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（平成２４年５月１７日 企業会計基準委

員会）に基づき、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準等から給付算定式基準に変更してお

ります。 

これに伴い、当中間連結会計期間の期首の連結剰余金が２,７５２百万円増加しております。また、

当中間連結会計期間の経常利益および税金等調整前中間純剰余は４０３百万円減少しております。 

１８．親会社は、平成２６年７月１日付で確定給付企業年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行してお

ります。 

これに伴い、当中間連結会計期間にその他特別損失１,６６９百万円を計上しております。 
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１９．当中間連結会計期間末における主な金融資産および金融負債に係る連結貸借対照表計上額、時価お

よびこれらの差額については、次のとおりであります。 

 (単位:百万円) 

 連結貸借対照表

計上額 

時価 差額 

現金及び預貯金 218,340 218,340 - 

  その他有価証券(譲渡性預金) 13,999 13,999 - 

買入金銭債権 231,105 242,973 11,868 

  満期保有目的の債券 201,734 213,603 11,868 

  その他有価証券 29,370 29,370 - 

有価証券 27,090,961 27,974,805 883,843 

  売買目的有価証券 787,214 787,214 - 

  満期保有目的の債券 5,268,935 5,800,895 531,959 

  責任準備金対応債券 6,719,689 7,071,573 351,883 

  その他有価証券 14,315,120 14,315,120 - 

貸付金 5,154,603 5,412,980 258,376 

保険約款貸付 299,348 299,348 - 

一般貸付 4,855,254 5,113,631 258,376 

貸倒引当金(*1) △5,376 - - 

 5,149,226 5,412,980 263,753 

債券貸借取引受入担保金 250,000 250,000 - 

借入金 100,000 100,000 - 

金融派生商品(*2) (83,802) (83,802) - 

 ヘッジ会計が適用されていないもの 73 73 - 

 ヘッジ会計が適用されているもの (83,876) (83,876) - 

(*1)貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。 

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（ ）で示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

・資産 

① 現金及び預貯金 

約定期間が短期であることから、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿

価額を時価としております。「金融商品に関する会計基準」（平成２０年３月１０日 企業会計基準

委員会）に基づく有価証券として取り扱うものについては、③有価証券と同様に評価しております。

② 買入金銭債権 

買入金銭債権のうち「金融商品に関する会計基準」（平成２０年３月１０日 企業会計基準委員会）

に基づく有価証券として取り扱うものについては、③有価証券と同様に評価しており、時価について

は、主に、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く方法により算定された理論価格または取引

相手先から入手した９月末日の時価等によっております。 
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③ 有価証券 

その他有価証券のうち市場価格のある国内株式については、９月中の市場価格の平均等によってお

ります。上記以外の有価証券については９月末日の市場価格等によっております。 

なお、市場価格がない非上場株式等については、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め、時価開示の対象とはしておらず、有価証券に含めておりません。当該非上場株式等の当中間連結

会計期間末における連結貸借対照表価額は、８６５,３９４百万円であります。また、当中間連結会計

期間において、非上場株式等について１７百万円減損処理を行っております。 

④ 貸付金 

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、

返済見込期間および金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳

簿価額を時価としております。 

一般貸付の時価については、主に、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価格によって

おります。なお、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する貸付金については、直接減額前の帳

簿価額から貸倒見積高を控除した額を時価としております。 

・負債 

① 債券貸借取引受入担保金 

約定期間が短期であることから、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿

価額を時価としております。 

② 借入金 

借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、親会社の信用状態は借

入後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価

額によっております。 

・金融派生商品 

① 株価指数先物、債券先物等の取引所取引の時価については、９月末日の終値または清算価格等によ

っております。 

② 外国為替予約等の店頭取引の時価については、９月末日のＴＴＭ、ＷＭロイターレート、割引レー

ト等を基準とした理論価格または取引相手先から入手した９月末日の時価によっております。 

なお、通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸付金と一体として処理さ

れているため、その時価は、当該貸付金の時価に含めて記載しております。 

③ 金利スワップ取引の時価については、将来キャッシュ・フローの差額を現在価値に割り引いた理論

価格または取引相手先から入手した９月末日の時価等によっております。 

なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸付金と一体として処理さ

れているため、その時価は、当該貸付金の時価に含めて記載しております。 
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（注２）保有目的ごとの有価証券に関する注記事項 

① 満期保有目的の債券において、種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。 

(単位:百万円)

 種類 連結貸借対照表

計上額 

時価 差額 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 

①国債･地方債等  4,432,674 4,911,985 479,311

②社債 699,153 748,524 49,370

③その他  313,588 329,076 15,488

合計 5,445,416 5,989,586 544,170

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 

①国債･地方債等  - - - 

②社債 - - - 

③その他  25,254 24,912 △342

合計 25,254 24,912 △342

(*)本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものを含めております。 

② 責任準備金対応債券において、種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。 

(単位:百万円)

 種類 連結貸借対照表

計上額 

時価 差額 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 

①国債･地方債等  6,708,515 7,059,420 350,904

②社債 11,174 12,153 978

③その他  - - - 

合計 6,719,689 7,071,573 351,883

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 

①国債･地方債等  - - - 

②社債 - - - 

③その他  - - - 

合計 - - - 
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③ その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、連結貸借対照表計上額およびこれ

らの差額については、次のとおりであります。 

 (単位:百万円)

 種類 取得原価 

または 

償却原価 

連結貸借対照表

計上額 

差額 

連結貸借対照表計上額

が取得原価または償却

原価を超えるもの 

(1)株式 1,556,684 3,377,680 1,820,995

(2)債券 4,482,271 4,839,608 357,336

①国債･地方債等 3,504,697 3,803,991 299,293

  ②社債  977,573 1,035,617 58,043

(3)その他 3,744,398 4,584,857 840,459

合計 9,783,354 12,802,145 3,018,791

連結貸借対照表計上額

が取得原価または償却

原価を超えないもの 

(1)株式  96,380 81,969 △14,411

(2)債券 66,050 65,909 △140

①国債･地方債等 53,063 53,058 △5

  ②社債 12,986 12,851 △135

(3)その他 1,436,571 1,408,466 △28,104

合計 1,599,002 1,556,345 △42,657

(*)本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものを含めております。また、

「取得原価または償却原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２０．前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、賃貸等不動産の時価に関する事項の記載を省略

しております。 

２１．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、 

２０,２６１百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。 

貸付金のうち、破綻先債権額は０百万円、延滞債権額は２,９６４百万円であります。 

上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額４４百万円、延滞債権額１０百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金

（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という）のうち、法人税法施行令（昭

和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定

する事由が生じている貸付金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

貸付金のうち、３ヵ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３ヵ

月以上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。 

貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は１７,２９６百万円であります。 

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻

先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 
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２２．保険業法第１１８条第１項の規定による特別勘定の資産の額は、８３２,２５９百万円であります。

  なお、同勘定の負債の額も同額であります。 

２３．社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当連結会計年度期首現在高 

前連結会計年度連結剰余金よりの繰入額 

当中間連結会計期間社員配当金支払額 

利息による増加等 

当中間連結会計期間末現在高 

 ２７０,０２３百万円 

１５８,０９４百万円 

１０３,６２２百万円 

２５９百万円 

３２４,７５４百万円 

２４．保険業法第６０条の規定により基金を６０,０００百万円新たに募集いたしました。 

２５．基金６０,０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規定による基金

償却積立金へ振り替えております。 

２６．担保に供されている資産の額は、有価証券３,８２７百万円であります。 

２７．消費貸借契約により貸し付けている有価証券（現金担保付債券貸借取引による有価証券を含む）の

連結貸借対照表価額は、１,５６３,０８８百万円であります。 

２８．貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、２４,３２１百万円であります。 

２９．その他負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 

１００,０００百万円を含んでおります。 

３０．保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間連結会計期間末におけ

る今後の負担見積額は５２,８１４百万円であります。 

なお、当該負担金は拠出した中間連結会計期間の事業費として処理しております。 
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注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 

平成２６年度中間連結会計期間 

１． 親会社の当中間連結会計期間における減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

（１）資産のグルーピング方法 

保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業等全体で１つの資産グループとしてお

ります。また、保険事業等の用に供していない賃貸不動産等および遊休不動産等については、それぞ

れの物件ごとに１つの資産グループとしております。 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

不動産市況の悪化等により、一部の資産グループに著しい収益性の低下または時価の下落が見られ

たことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

（３）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

用 途 件 数 
減 損 損 失 （百万円） 

土 地 建 物 計 

賃貸不動産等 １件 ２０５ － ２０５ 

遊休不動産等 １３件 ３６５ ５１４ ８８０ 

合 計 １４件 ５７０ ５１４ １,０８５ 

（４）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値または正味売却価額を、遊休不動産

等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については見積乖離リスクを反映さ

せた将来キャッシュ・フローを２.０９％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額につい

ては不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等から処分費用見込額を差し引いた価額、または公示価

格等を基準にした評価額等をもとに算定しております。 
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注記事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

平成２６年度中間連結会計期間 

１． 中間連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預

金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 

２． 現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中間連結貸借対照表上に記載されている科目の金額と

の関係は次のとおりであります。 

現金及び預貯金 

コールローン 

有価証券 

１９４,３１８百万円

１４２,０００百万円

３３８百万円

現金及び現金同等物 ３３６,６５６百万円
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（７） 連結ソルベンシー・マージン比率 

（単位：百万円） 

項   目 平成２５年度末 

平成２６年度 

第２四半期 

（上半期）末 

ソルベンシー・マージン総額 （Ａ） 5,288,401 5,984,702

 資本金又は基金等 946,153 984,213

 価格変動準備金 481,293 575,550

 危険準備金 660,436 772,366

 異常危険準備金 8,107 8,397

 一般貸倒引当金 4,501 4,048

 その他有価証券の評価差額×９０％（マイナスの場合１００％） 2,260,023 2,679,420

 土地の含み損益×８５％（マイナスの場合１００％） 232,276 234,165

 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の合計額 △95,226 △79,215

 全期チルメル式責任準備金相当額超過額 771,894 779,289

 負債性資本調達手段等 100,000 100,000

 
全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び負債性資本調達手段等の

うち、マージンに算入されない額 
― ―

 控除項目 △155,716 △154,228

 その他 74,658 80,695

リスクの合計額 

64
2

732
2

98
2
5

2
1 )()( RRRRRRRRR   （Ｂ） 

1,099,570 1,165,879

 保険リスク相当額          Ｒ1 121,428 119,625

 一般保険リスク相当額        Ｒ5 1,684 1,706

 巨大災害リスク相当額        Ｒ6 400 508

 第三分野保険の保険リスク相当額   Ｒ8 52,508 52,623

 少額短期保険業者の保険リスク相当額 Ｒ9 ― ―

 予定利率リスク相当額        Ｒ2 157,608 156,069

 最低保証リスク相当額        Ｒ7 9,225 9,302

 資産運用リスク相当額        Ｒ3 893,435 960,886

 経営管理リスク相当額        Ｒ4 24,725 26,014

ソルベンシー・マージン比率 
        （Ａ） 
     （１／２）×（Ｂ） 

961.9％ 1,026.6％

 

（注）１．上記は、保険業法施行規則第８６条の２および第８８条ならびに平成２３年金融庁告示第２３号の

規定に基づいて算出しています。 

２．「最低保証リスク相当額」は、平成２３年金融庁告示第２３号第４条第５項に規定する標準的方式

に基づいて算出しています。 

 

 

（８） セグメント情報 

   平成２６年度中間連結会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで）において、当社およ

び連結される子会社および子法人等は、生命保険事業以外に損害保険事業等を営んでいますが、当該事業の全

セグメントに占める割合が僅少であるため、セグメント情報の記載を省略しています。 
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